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12月1⽇施⾏で⼀次エネ対策等級7、8などが追加

12月1⽇施⾏により「⽇本住宅性能表⽰基準及び評価方法基準の改正」の改正内容は以下のとおりです。
1.「一次エネルギー消費量等級７及び等級８の創設について」
2.「ＣＬＴパネルを用いた住宅の劣化対策等級の評価に係る規定の整備について」
3.「室内空気中の化学物質の濃度等の測定等の方法の改正について」
4.「その他」

評価書のイメージ
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自⼰評価書・設計内容説明書の書式が⾒直される新基準
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12月1⽇申請分から新しい基準が適用される


